
  

 

大阪府入札・契約制度改善検討委員会設置要綱 

 
（趣旨）  

第１条 この要綱は、大阪府入札・契約制度改善検討委員会の設置及び運営について

必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第２条 大阪府が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、委託役務業務

及び物品購入（以下「大阪府の発注する案件」という。）に関する入札・契約制度に

ついて、改善すべき事項を検討し、一層の適正な運用を確保するため、大阪府入

札・契約制度改善検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 委員会に委員長をおき、委員長は総務部契約局長とする。 

３ 委員長は、会議を主宰する。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の参加を求めること

ができる。 

 

（所掌事務） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。 

(１) 大阪府の発注する案件の入札制度及び契約制度改善策に関する検討 

(２) 大阪府建設工事の検査に関する検討 

(３) その他入札及び契約制度の適正な運用の確保に必要な事項の検討 

 

（部会） 

第５条 委員会の円滑な運営に資するため、部会を置くことができる。また、部会の所掌

事務及び委員等については、別に定めるものとする。 

 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は、総務部契約局総務委託物品課が行う。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定

める。 

 



  

 

附  則 

この要綱は、平成 ５年 ７月１３日から実施する。 

この要綱は、平成１０年 ４月 １日から実施する。 

この要綱は、平成１１年 ５月 １日から実施する。 

この要綱は、平成１２年 ４月１３日から実施する。 

この要綱は、平成１３年 ４月 １日から実施する。 

この要綱は、平成１４年 ４月 １日から実施する。 

この要綱は、平成１７年 ４月 １日から実施する。 

この要綱は、平成１７年 ５月２０日から実施する。 

  この要綱は、平成１８年 ４月 １日から実施する。 

  この要綱は、平成１９年 ４月 １日から実施する。 

  この要綱は、平成２０年 ４月 １日から実施する。 

   この要綱は、平成２１年 ４月 １日から実施する。 

   この要綱は、平成２１年１１月 １日から実施する。 

   この要綱は、平成２３年 ４月 １日から実施する。 

  この要綱は、平成２５年 ４月 １日から実施する。 
 

 

別表（第３条関係） 

 委    員 

総務部長 

総務部契約局長 

政策企画部長 

財務部長 

府民文化部長 

福祉部長 

健康医療部長 

商工労働部長 

環境農林水産部長 

都市整備部長 

住宅まちづくり部長 

会計管理者 

教育次長 

警察本部総務部長 
 


